
補助上限額 

５０万円 

 小規模事業者が し、その計画に沿って 

に取組む の されます。 

 

 

対   象 

事 業 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 公募・申請受付が開始されました!!

 

複数の小規模事業者が連携して取組む共同事業も可です。その際は補助上限が増額となります。

 

申請受付締切日

と事業実施期間 

※第 5 回目以降～ 

は別途ご案内します 

 

上記は活用の一例です。小規模事業者であれば様々な業種の方が対象となります。 

ご自身で取組んでみたいことがあればお気軽に商工会へご相談ください。 

こんな取組に 

ご活用できます（例） 

締切までに十分な余裕をもって、お早めにご相談ください!!

看板/広告 

商工会地区で事業を営む上記に該当する小規模事業者 

   

   

   
※本補助金の申請には、「経営計画書（様式２）」「補助事業計画書（様式３）」及び商工会交付の「事業支援計画書」

が必要です。各計画書等作成には一定日数が掛かり、締切り間際になると対応できない場合がありますので、十

分な余裕をもって商工会へご相談ください 
※受付締切日は補助金事務局である長野県商工会連合会での受付締切日となります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請の流れ

必ずご確認ください!!

公募要領・申請様式は 

こちらからダウンロードできます 

長野県商工会連合会 http://www.nagano-sci.or.jp/ 

長野市商工会    https://www.naganoshi-sci.or.jp/ 

 
まずは最寄りの商工会にご相談ください!! 

締切までに十分な余裕をもって、お早めにお越しください


